
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

はじめに 

 

 

西都市は、古くは神話の時代から歴史 

と文化が受け継がれ培われたまちとして 

発展し今日の景観が形成されています。 

今日の西都市の姿は、こうした歴史の中 

での人々の営みの積み重ねによって創り 

出されました。今ここに住む私たちは、 

この西都市の景観を先人から譲り受け、 

後世へきちんと伝えていく役割を担っています。 

平成17年に国は、美しい国づくり政策大綱に沿って景観法を制定しました。これ

に伴い西都市でも今まで守り育んできた、このすばらしい風景を後世へ引き継ぐため

に、平成19年度より景観条例と景観計画を策定してまいりました。 

西都市では西都原古墳群、伝承地を繋ぐ記紀の道、西都市の玄関口である西都IC、

雄大な自然を育む杉安峡、まずこれらを含む範囲の景観形成に取り組んでいきたいと

考えています。今後必要な場所については、順次計画を策定して行く予定です。 

今後この計画を積極的に展開し、古きよきものを大切にした景観形成を目指し、

景観形成を通して「市民が主役」のまちづくりを進めて参りたいと考えておりますの

で、今後とも市民の皆様、事業者の方々のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

 

最後に、学識者、市民、各界団体者代表によって構成された「西都市景観計画策定

委員会」では熱心にご討議いただき、西都市にふさわしい景観計画を策定することが

できました。委員の皆様に対して心から感謝申し上げます。また、景観計画策定に

際して開催した住民ワークショップにご参加頂き貴重なご意見を頂きました市民の

皆様、数多くのご支援を頂きました建築士会西都支部の皆様に対しても心から感謝

申し上げます。 

 

平成 22年 3月 

 

西都市長 橋田 和実 
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第１章 景観形成の考え方 

西 都 市 景 観 計 画 

第１章 景観形成の考え方 

１.１ 景観計画の位置づけ 

本計画は、景観法に基づくとともに、「第３次西都市総合計画」や「西都市緑の基本計

画」との整合を図りながら、愛着と誇りが持てる“ふるさと西都”の景観づくりに向けて、

より具体的な方向性、景観基準等を定めた景観づくりのマスタープランである。 

今後は、本計画に基づき、景観形成重点エリアの景観づくりを行いながら、地域特性を

活かし、西都の魅力向上に資するよう景観づくりを進めていくものである。 

 

西都市は、市全体の景観形成のための基本方針として「西都市景観形成基本方針」を定

め今後の景観形成の方向性を示している。西都市の中で、より積極的に景観形成を図る地

域について景観計画を定めていくものとする。 

 

 

西都市都市計画マスタープラン 
西都市緑の基本計画    等 西都市景観計画 

西都市総合計画 

西都市景観形成 
基本方針 

整
合 

西都市景観基本条例 

景観計画区域内 

整
合 

市域の全体の景観方針 

※西都市景観計画は、景観法に基づいた計画である。 
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第１章 景観形成の考え方 

西 都 市 景 観 計 画 

１.２ 景観形成の考え方 

（１）景観とは 
景観とは、建物やまち並み、道路、木々の緑、人々の暮しなど私たちが日ごろ目にして

いるまちの様子であり、「風景」と呼んでい

るもののことである。 

また、海、山、川などの自然環境や建築物、

道路など目に映るまちの姿だけではなく、ま

ちの雰囲気や文化的・歴史的な香り、音や光

など、私たちが五感でそこから感じ取る印象

までも含めた幅広いものである。つまり、私

たちが生活している空間や環境そのもので

あり、私たちを取り巻く身近な景観を考えて

いくことは、まちのすべてを考えることに通じている。 

 

 

（２）景観形成とは 
景観形成とは、自然やまち並み、そして、これらに対する印象を含めて、「美しく魅力

のある景観をまもり、そだて、つくるための一連の取り組み」のことを示している。 

また、美しく魅力のある景観は短期間にできるものでなく、そこで生活する人々の長期

間にわたる努力の積み重ねによってつくりあげられるものであるため、一人ひとりが日頃

から意識して持続的に取り組むことが必要である。 

 

（３）景観形成の意義 
景観形成は、快適な住環境をつくり、生活や産業に根ざした個性や文化を創出するとと

もに、市民の地域に対する誇りと愛着を育むことにもつながる。 

また、古代から受け継がれる歴史と調和した西都の美しく魅力のあるまちづくりを推進

することは、訪れる多くの人々の共感を呼び、観光や交流の促進が期待される。 

さらに、景観づくりの取り組みを通じて市民意識の向上が図られ、コミュニティの形成

や市民活動の活性化など、市民主体の活力のあるまちづくりが推進される。 

 

西都市市街地全景 
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第１章 景観形成の考え方 

西 都 市 景 観 計 画 

１.３ 西都における景観の特性と課題 

（１）西都の景観特性 
西都は、西都原古墳群や多くの史跡、伝承地に象徴されるように、古くは神話の時代か

ら脈々と受け継がれてきた歴史と文化に彩られたまちとして発展した背景を有し、こうし

た時代ごとの人々の営みが積み重ねられ、現在のまちなみや風景が創り出されている。 

このように西都は、そこに住む人たち、訪れる人たちを遥か昔へと誘
いざな

う「歴史」とい

うイメージが大きい。また、それを抱いている大いなる「自然」は、西都市の大部分を占

める九州中央山地であり、市内を流れる一ツ瀬川や三財川の豊かな水環境である。そこに

人間の営みにより形成された「まち」（市街地）がある。西都の景観は、上記の3つの要

素で成り立っている。 

 

①「歴史」～悠久の時間の流れが息づく歴史都市～  

西都はかつて日向の中心地として栄え、古事記・日本書

紀にも記されている神話伝承の場所である。西都原古墳群

を中心に、その周りにはニニギノミコトとコノハナサクヤ

ヒメにまつわる神話の伝承地が数多く存在している。 

また西都原周辺は、神話の世界を色濃く残すと同時に、

大和朝廷の日向地方の政治と文化の中心地であったこと

から、日向国府跡や国分寺跡といった史跡が多く残されて

いる。 

こうした歴史的文化遺産が織りなす景観が西都の魅力

の一つであり、今後も守り続けていかなければならない重

要な特徴であると言える。 

 

上空から見た西都原古墳群 



 

4 

第１章 景観形成の考え方 

西 都 市 景 観 計 画 

②「自然」～地形の変化がみせる景観のコントラスト～ 

西都の自然環境は、急峻な九州中央山地の懐に抱かれた山間部、西都原古墳群をはじめ

とした数多くの古墳群が所在する丘陵地、一ツ瀬川や三財川が流れ、市街地とその周辺に

広がる農地によって構成される平野部へと連なっている。 

山間部は、西都の骨格となる九州中央山地と豊かな生態系によって構成されており、一

ツ瀬川や一ツ瀬ダムなどを含めた、豊かな緑と水を感じさせる構造を有している。 

丘陵地は、西都原古墳群に代表される古墳群が数多く所在しており、田園風景と一体と

なった西都独特の景観を呈している。山地と平野部を繋ぐ、この丘陵地の存在が、西都の

自然景観の大きな要素の一つとなっている。 

平地部は、市役所などの公共施設が集中する市街地を中心に豊かな田園風景が広がって

おり、背景としてある丘陵地と九州中央山地は西都の特徴的な田園都市景観を形成してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

③「社会」～新しい時代への転換を模索する、景観の創出～ 

西都では一ツ瀬川の下流部に市街地が形成されており、その周辺に田畑を中心とした田

園都市景観が広がっている。 

西都は、昭和40年後半から50年代に縫製業関係、平成元年前後に自動車関連企業の立地

が相次いだが、近年、バブル崩壊以降の景気低迷や企業の海外進出により、工場閉鎖や工

場建設の撤回・凍結が増加しており、社会環境の状況は厳しいものがある。 

しかし、東九州自動車道西都ＩＣが開設され、良好なアクセス条件を活かした東九州サ

ングリーン企業団地の開発や企業誘致が進められており、新たな景観の創出が考えられる。 

一ツ瀬ダム 杉安峡 穂北城跡からの眺望 

中心市街地全景 西都ＩＣからの眺望 市街地周縁部に広がる農地 
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第１章 景観形成の考え方 

西 都 市 景 観 計 画 

１.４ 西都の景観形成における主な課題 

西都における現状の課題を、歴史、自然、社会の観点でまとめると以下の通りとなる。 

 

 

 

 
 

 
 

神話の時代から積み重ねられてきた歴史的環境は、周辺環境との関係

性からみた場合、昔から様々な取り組みがなされており、今後も継続し、今以上に向上

させていく必要がある。西都に限らず多くの歴史を有する都市において、古墳や史跡の

魅力は、そのもの単体で発揮されるものではなく、周辺環境との調和によって生み出さ

れていると考えられる。 

史跡や古墳群などの文化遺産そのものが構成する景観と周辺緑地等が一体となって構

成する歴史的風土の保全を図っていくことが必要である。 

環境保全の観点から見た場合、西都の大部分を占める山地部について

は、豊かな生態系を有しており、また西都を貫く一ツ瀬川については、河川環境の浄化

を推進し、自然と人間が共生していくことが必要である。 
また、広がりのある田園都市景観と一体となった古墳群という特徴ある景観を保全し

ていくために、農地を含めた一体的な景観の保全を図っていくことが必要である。 

中心市街地の活力は近年低下しており、年間およそ 100 万人の観光客
が訪れる西都原古墳群は西都の顔として認知されているが、まちなかとの連携が十分で

ないため、市街地への集客につながっていない現状がある。しかし、公共、商業、交通

の要衝は、中心部に集積しており、中心市街地の活性化と同時に、求心力を持った西都

の市街地の景観を創出していく必要がある。 
また、今後新たな交通の要衝として位置づけられる、西都ＩＣ周辺については、春田

バイパス、東九州自動車道、サイクリングロード、一ツ瀬川を含めた、一体的な景観形

成を行っていくことが必要である。 
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第２章 良好な景観の形成に関する方針 

西 都 市 景 観 計 画 

第２章 良好な景観の形成に関する方針 

２.１ 西都の景観における基本的な視点 

西都の景観形成における課題や景観の現状を踏まえ、効果的かつ効率的な景観形成の推

進を見据えた景観計画を策定するために、西都市全域の景観における基本的な視点を以下

に整理する。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ①歴史の息づく個性的な景観の再発見  

西都は、丘陵地の緑を背景に、史跡、伝承地といった歴史的環境が保全された地区、こ

れに一体となって広がる中心市街地、なだらかに一ツ瀬川を中心に美しく広がる農地や市

域の大部分を占める山林部等、地域ごとに特徴ある景観となっている。 

しかし、これらの景観は市民に親しみがあるものの、観光客の目を印象深く引きつける

ものとはなっておらず、わかりづらいものになっている。また、銀鏡
しろ み

神楽などの山間部の

伝統的な祭り等と一緒に守られてきた山村集落の景観についても多く知られている状況

にない。 

こうした、歴史的な裏付けにより形成されてきた西都の誇りうる景観を普段の生活の中

で気付く機会を創出し、市民の景観に対する関心を高めていくことが重要である。 

 

 ②景観の基盤をなす自然環境の保全  

西都の北部及び西部は広大な九州山系に属し、市域の８割近くが山林である。これらの

山林は、西都の緑豊かなイメージを醸し出しており、市街地、丘陵地の背景として、西都

の景観基盤を形成している。 

市内を流れる一ツ瀬川は、この山林を流下して市街地に至っており、西都の景観を形成

する要素のひとつとして位置づけることが出来る。また、山間地域に古くから形成されて

いる山村集落の景観も重要な景観である。 

しかし、山林内の生態系や一ツ瀬川等の河川環境が悪化している現状を考慮すると、景

観の保全と自然環境の保全を一体的に図り、自然と人間との共生を図っていくことが重要

である。 

西都の景観における基本的な視点 

①歴史の息づく個性的な景観の再発見 

②景観の基盤をなす自然環境の保全 

③西都の印象を高め、イメージを強調 

④引き継いでいく西都の風景 

⑤市民自らの活動 
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第２章 良好な景観の形成に関する方針 

西 都 市 景 観 計 画 

さらに、運動、健康、自然観察などを目的としたレクリエーション活動への利用を促進

する機会を創出することで、自然環境の保全や利活用について市民の意識を高めていくこ

とが必要である。 

 

 ③西都の印象を高め、イメージを強調  

西都の景観全体が西都原台地等から一望できるという地形的特徴をもっている。しかし、

まちなかに入ると他都市と似通った道路景観や建物等の施設景観がこれといって特徴の

ない都市景観を形成しており、西都の印象をあいまいにしている。 

このように西都の景観を印象づける重要な要素は、遠景での周辺景観との調和、近景で

の統一性や親しみやすさであり、これを向上させるよう景観形成を図ることが西都の景観

の印象を高め、強調していく上で重要である。 

 

 ④引き継いでいく西都の風景  

古いものと新しいものが共存している西都の景観は、新旧が渾然一体となって景観を形

成している。 

公共施設及び産業施設は、近代的な素材や形状で構成されている。特に西都ＩＣ付近で

は、広告看板やサインの設置等により景観の変化が起きつつあり景観の悪化という点で課

題を残している。 

今後、歴史、自然、生活等、地域ごとの特性に合わせ、建物等の素材や形状を生かしな

がら、より良い風景を後世に引き継いでいくことが重要である。 

 

 ⑤市民自らの活動とその支援  

史跡や伝承地等の存在は、西都の都市構造だけでなく、人々の意識に大きな影響を与え

てきた。ところが最近では、都心部に形成している住宅街や商業施設、サービス産業等に

より、機能性を重視した画一的な景観が形成されてきた。しかし、山間地域では歴史・文

化を継承しながら山村集落の景観が形成されてきた。 

今後の景観形成やまちづくりには、市民が自主的に関わり、西都のあるべき姿を目標に

描いて、地域ルールをつくるなどして、市民自らの手で維持活動等を実施していくことに

よる快適で個性のある景観形成が重要である。また、事業者も市民のルールに従いより良

い西都の景観形成に寄与していくように協力していくことが重要である。 
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第２章 良好な景観の形成に関する方針 

西 都 市 景 観 計 画 

２.２ 景観づくりの理念 

西都は、西都原台地を中心に、一ツ瀬川、三納川、三財川沿いに連なる田園の緑からな

るバランスのとれた自然地形のうえに独特の風土、文化を培ってきた。古代日向の都を西

都のまちの原点として悠久の歴史が経過した今も、この自然と風土、文化が西都の誇りで

あり、次代に伝えていくべき宝である。 

 

景観とは、こうした自然の大地に人々が道を通し、建物を建て、生活の場を整えてきた

人の営みによりつくられてきた姿である。このような景観は、その時代時代の先人達がそ

れぞれの想い、考えをもって行ってきた活動のなかで、長い年月の間積み重ねられてきた、

まちへの愛着とこだわりの表れと言える。 

 

西都は、日本のふるさととして古代日本史を彩る「日向の都」として栄えて以来、交通

の要衝に位置づけられ、多くの人々、文化の往来、交流を通して、歴史の重要性が語られ

る舞台としての顔となる景観がつくられてきた。さらに、「神々の誕生した地」として、

西都原古墳群と共にニニギノミコトとコノハナサクヤヒメの愛の物語等が残されている。 

このように西都の景観は、宮崎県の観光の顔としても、重要な位置づけにある。 

 

歴史と大地の絶妙なバランスの中で広がる西都は、緑を背景とする歴史環境への眺望と

いった大きな構図の景観から、くらしの場の中心市街地や住宅地の身近な景観までそれぞ

れの特徴を有している。これらの特徴ある景観を保全することにより、市民は良い景観を

再認識し、誇りの気持ちが醸成され、結果として景観に対して市民参加を促すことになる。 

 

また、市内のそれぞれの地区には、様々な価値観を持った市民や事業者の生活や活動が

ある。一定の方向性が必要となる景観形成は、そこで生活する人々の意志や行動にかかっ

ているといっても過言ではない。西都における景観形成の取り組みは、市民、事業者、行

政の三者が互いに納得できる景観のあり方を十分話し合い・協議して、その地区ならでは

の個性と魅力あるまちづくりを協働して行っていくことを基本とする。 

基 本 理 念 

良好な景観は、西都市の歴史や文化とともに、現在の都市を形成してき

た市民の創意と固有の自然、風土等を次の世代に引き継ぐため、魅力ある

西都市の景観が保全、育成されるとともに、将来に向けてさらに良好な景

観を創造していくことを目指して形成されなければならない。 
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第２章 良好な景観の形成に関する方針 

西 都 市 景 観 計 画 

２.３ 景観形成の目標 

西都がこれから取り組んでいくべき景観形成の目標は以下の６つにまとめられる。これ

らの目標の設定に関しては、総合計画に掲げられた目標を基礎にして、景観の形成に対す

る視点を盛り込んだものである。 

緑の大地、一面に広がる大空等のおおらかな自然景観づくり 

西都の美しい景観を構成するシンボルとなる西都原台地と中段域、

それらをつなぐ歴史的環境と川、農地による大らかな自然景観を守

り、育てていく。 

歴史と自然により形成された山村の景観づくり 

昔より山林に形成されてきた山村集落の景観を保全し、この伝統的

な山村の景観を継承し育てることを目指していく。 

日本のふるさとに出会える落ち着きと誇りを持った景観づくり 

西都の自然景観の原型となっている歴史の活用や山村で守り受け

継がれている祭りや山村集落の景観等、次世代に引き継げる景観形成

を目指していく。 

水と緑が創り出すうるおいのある景観づくり 

自然景観の基盤となる山林の緑、丘陵地の斜面林などこれらの自然

環境を保全し、うるおい豊かな景観形成を目指していく。 

市民、事業者、行政が協力して、自らが考えていくまちづくり 

自らの地域は、自らの知恵と工夫によってつくり、事業者はそれを

サポートし、その中で、市民、事業者、行政の三者によりつくってい

く姿勢を、まちづくりの意識と景観形成のルールによって育てていく。 

＜景観形成の目標＞ ＜総合計画での目標＞ 

将来に向けて魅力ある景観の保全と創造 

歴史、自然、都市が一体となった西都の景観を再評価し、将来に向

けて残していく資産として守り育てていく。 

元
気
な
日
本
の
ふ
る
さ
と
西
都 
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第３章 景観計画の区域 

西 都 市 景 観 計 画 

第３章 景観計画の区域 

３.１ 景観計画区域の設定（景観法第８条第２項第１号関係） 

景観計画区域については、西都市において必ず守るべき西都原古墳群や土地利用が変更

され易い都市計画区域、また都市計画区域に近接する県立自然公園となっている杉安峡周

辺を選定する。 

図－景観計画区域 
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第３章 景観計画の区域 

西 都 市 景 観 計 画 

３.２ 景観計画区域における景観形成の基本方針について 
（景観法第８条第２項第２号関係） 

西都の市街地は、都萬神社を中心に住宅や商店街が形成されている。また、集落の周辺

には、田畑やビニールハウス等の農地が広がっている。加えて、背景となる九州中央山地

の山並みが西都の景観をかたちづくっている。九州中央山地からの吹き下ろしの風を防ぐ

ために、防風垣として垣根山
く ね や ま

が設置されており、平地部の特徴ある景観となっている。ま

た、西都を流れる多くの河川は景観資源として重要であり、景観形成において欠かせない

ものとなっている。 

その中でも、歴史、観光の拠点である西都原古墳群や杉安峡は特徴的な景観が形成され

ている。それらについては、景観形成重点エリアとして設定し、景観形成重点エリアごと

の景観形成の基本方針を第4章に示す。 

ここでは、西都の魅力である田園都市景観を保全するため、景観計画区域における景観

形成の方針を以下に示す。 

 

 

 

 

景観計画区域内における景観形成の基本方針 

古きよきものを再生し活かした田園景観づくり 

① 景観計画区域内にある社寺院や古い民家を活かし、昔ながらの田園景観づくりを行う。 

② 一ツ瀬川や桜川等の河川を活用保全し、農地と一体となった田園都市景観づくりを行う。 

③ 冬の九州中央山地からの風を防ぐ防風垣（垣根山
くねや ま

）の保全や鎮守の森の再生を行う。 
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第４章 景観形成重点エリアの景観形成方針 

西 都 市 景 観 計 画 

第４章 景観形成重点エリアの景観形成方針 

４.１ 景観形成重点エリアの設定 

西都は、他では見られない貴重な歴史的価値を有する場所があり、それらが美しく、特

徴的な景観を形成している。そこで、景観計画区域内において、景観的に重要で特徴的な

景観を形成しているエリアについて景観形成重点エリアを定める。 

その景観形成重点エリアの考え方を以下のように設定する。 

上記の項目に踏まえ、景観計画区域内に景観形成重点エリアを以下に示す５エリア指定

する。なお、上記の設定条件に該当するエリアについては新たに景観形成重点エリアとし

て指定することができるものとする。 

 
表－景観形成重点エリアとエリア概要 

景観形成重点エリア エリアの概要 

(1)杉安峡自然公園エリア 

県立自然公園に指定されている杉安峡からは、西

都市の中でも自然が残された眺望を得ることが

でき、今後引き継いでいく大切な景観を有するエ

リアである。 

(2)西都原古墳群エリア 
西都市の特徴である西都原古墳群が位置してお

り、今後保全していく必要のあるエリアである。 

(3)妻北エリア 

日向国府跡をはじめとした史跡や、現在整備を進

めている記紀の道沿いに点在する伝承地があり、

歴史と生活が融合するエリアである。 

(4)市街地・商業・住居エリア 

西都市の中で最も賑わいや活気にあふれており、

将来的には、西都原古墳群エリア、記紀の道から

多くの観光客を呼び込むエリアである。 

(5)西都ＩＣエリア 

東九州自動車道の延伸により、西都市の表玄関と

して位置づけられ、西都市への来訪者にとって、

最初の印象を受ける場所となる。開発等による改

変の恐れが最も高いエリアである。 

 

①景観資源の周辺等で景観形成を一体的に推進する必要があるエリア 
②市街地の発展や農地の転用等の開発により、景観が大きく変更されることが想定される

エリア 
③良好な自然景観の保全、新たな景観の創出を重点的に推進するエリア 




